
国立公園等資源整備事業費補助金 

（自然観光資源の棄損を防ぐための外来生物対策事業） 

実施要領 

 

制定 令和８年３月19日 環自野発第2603192号 

 

第１ 用語 

この実施要領において使用する用語は、国立公園等資源整備事業費補助金（自然観光資源

の棄損を防ぐための外来生物対策事業）交付要綱（以下「交付要綱」という。）において使

用する用語の例による。 

 

第２ 目的 

この実施要領は、交付要綱第２条の規定に基づく事業の実施に関して必要な細目等を定め

ることにより、地域の自然観光資源を棄損し、観光地としての魅力を喪失させるおそれのあ

る特定外来生物のうち、各地の桜や梅の名所に被害を生じさせるクビアカツヤカミキリの防

除等を集中的に支援することで、外国人訪問者の体験滞在の満足度を向上させることを目的

とする。 

 

第３ 補助金の交付事業 

（１）補助の対象となる事業及び経費  

間接補助の対象となる事業（以下、「間接補助事業」という。）は、別表１の第２欄に

掲げる事業であって、別表２に定める対象地域の要件を満たすものとし、補助事業者は、

これらに要する経費のうち、別表４に掲げる間接補助対象経費について、補助金の範囲に

おいて間接補助金を交付する。 

 

（２）間接補助金の交付の申請者 

間接補助金の交付を申請できる者は別表３のとおりとする。 

 

（３）補助額の算定方法 

 間接補助金の補助額は、総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額、別表１の

第３欄に掲げる間接補助経費の支出予定額及び第４欄に掲げる基準額を比較して最も少な

い額に第５欄に掲げる補助率を乗じて算出した額とするものとする。 

  ただし、平成28年度税制改正により創設された「地方創生応援税制（企業版ふるさと納

税）」による寄付については、総事業費から控除せず算出することができる。  

なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす



る。 

 

（４）補助事業の実施体制等 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行うた

めの体制を整えなければならない。 

ア 間接補助金の交付（交付申請書の採択から間接補助金の支払までを含む。） 

イ 間接補助事業者の指導監督 

ウ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 

エ 上記に関する付帯業務 

 

（５）交付規程の内容 

① 交付要綱第２０条の規定による交付規程は、交付要綱第４条から第１９条、第２１

条から第２３条、第２８条及び第２９条に準じた事項その他の必要な事項を記載する

ものとする。 

② 間接補助金の交付手続等について、交付要綱第２６条による電磁的方法による場合

は、交付規程に必要な事項を定めなければならない。 

 

（６）間接補助事業者の採択 

  自然環境局長は、間接補助金交付先の採否に関する審査を、別表５に沿って実施し、結

果を補助事業者に通知する。 

補助事業者は、自然環境局長から通知された審査結果に基づき、間接補助事業者の採択

を行う。 

    

（７）間接補助事業の着手 

間接補助事業者は、原則として、交付決定に基づき、間接補助事業に着手するものとす

る。ただし、地域の実情に応じて間接補助事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむ

を得ない事情により、交付決定前に事業着手をしようとするときは、速やかにその旨及び

その理由を具体的に明記した交付決定前着手届を補助事業者に提出するものとする。 

 

（８）間接補助事業の表示 

 補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、事業の趣旨を考

慮しつつ環境省の間接補助事業である旨を明示するよう、間接補助事業者に指示しなけれ

ばならない。 

また、間接補助事業者が、市町村（特別区を含む。）、民間団体等に対して、補助金の

交付を行う事業（以下、「再間接補助事業」という。）についても同様とし、補助事業者



は間接補助事業者に対し、間接補助事業者から再間接補助事業者に対して同様の指示を行

うよう命じなければならない。 

 

（９）間接補助事業の指導監督 

① 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補助

事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに、それにより

得た情報を適切に大臣に報告するものとする。 

② 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ずる

おそれがあると認められる場合には、大臣に速やかに報告するとともに、その指示を仰

ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとする。 

 

（１０）間接補助事業者からの返還額等の取扱 

大臣は、交付要綱、この実施要領及び交付規程に基づき、間接補助事業者から間接補助

金の全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは、補助事業者に対し、これ

を国庫に返還又は納付させることがある。 

 

（１１）事務費の中間検査 

   環境省は、上半期（交付決定日から９月末日）の補助事業の執行に要する事務費につい

て、額の中間検査を行うものとする。 

 

第４ 指導監督 

（１）補助事業の適正な実施の確保 

大臣は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、補助事業者による補助事業の

実施に関し、この実施要領に基づき指導監督を行う。 

（２）間接補助事業完了後において従うべき条件 

大臣は、間接補助事業が交付要綱第８条第三号イ及びロに基づき付した条件に適合して

いないと認められる場合には、間接補助事業者に対して条件に適合するよう指示をするこ

とができる。 

 

第５ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義が生じ

たとき、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載のない細部に

ついては、大臣に速やかに報告し、その指示に従うものとする。 



別表１ 

１ 間接補助

事業の区分 

２ 間接補助事業

の内容 

３ 間接補助対象経費 ４ 基準額 ５ 補助率 

自然観光資源

の棄損を防ぐ

ための外来生

物対策事業 

別表２に定める対

象地域内において、

クビアカツヤカミ

キリの防除等を行

う事業 

間接補助事業を行うた

めに必要な別表４に定

める経費（再間接補助

経費の内容についても

同様とする。） 

大臣が承認

した額 

１／２以内 

※ただし、他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している事業に要する経費は対

象とならないものとする（他の補助金等と本事業による補助金の充当範囲が明確に分離できる

場合を除く）。 

 

別表２ 

対象地域の要件 

間接補助金の交付の対象となる地域は、桜や梅の名所（※）から半径 40㎞圏内の地域とす

る。 

ただし、地域で一体となった防除を促進するため、半径 40㎞圏内に都道府県又は市町村の

区域の一部が含まれる場合であって、都道府県が間接補助事業者となる場合（都道府県が再

間接補助事業を実施する場合を含む。）は当該都道府県の区域全体を、市町村が間接補助事

業者となる場合（市町村が再間接補助事業を実施する場合を含む。）は当該市町村の区域全

体を対象とする。 

※本事業における「桜や梅の名所」とは、以下の要件１）～４）のいずれかに該当するものをいう。 

１）桜又は桜を主体とするイベントが地域の観光資源となっている場所であって、観桜期の観光入

込客数の合計が 30 万人以上である場所 

２）史跡名勝天然記念物に指定されている桜の所在地 

３）梅又は梅を主体とするイベントが地域の観光資源となっている場所であって、観梅期の観光入

込客数の合計が 30 万人以上である場所 

４）史跡名勝天然記念物に指定されている梅の所在地 

 

別表３ 

間接補助金の交付を申請できる者 

ア 都道府県及び市町村（特別区を含む。） 

イ 観光地域づくり法人（DMO） 

 

別表４ 

経費区分 内容 

１諸謝金 講師、専門家等の招聘、原稿執筆に対する諸謝金に要する経費をい

う。 

２旅 費 航空機、鉄道、バス、船等の運賃、日当及び宿泊に要する経費をい

う。 

３備品費 概ね単価が５万円以上で、反復利用に耐える物品や機器の購入等に

要する経費をいう。 

４消耗品費 

 

概ね単価が５万円未満の物品や機器であって、おもに消耗される物

品の購入等に要する経費をいう。 

５印刷製本費 資料等の印刷、製本、写真焼付、図面焼増等に要する経費をいう。 



 

別表５ 

間接補助事業の審査における加点要素 

項目 内 容 
１．環境省主要施策との関連 ・国立・国定公園等の生物多様性保全上重要な地域内におい

て実施される事業であること。 

２．事業の効果 ・事業の目的と数値目標が具体的かつ適切に設定されている

こと。 

・クビアカツヤカミキリが未侵入又は侵入初期の地域におい

て実施される事業であること。 

・事業実施に当たり、専門家との連携による科学的な見地か

らの指導、検討が行われていること。 

・事業実施に当たり、クビアカツヤカミキリ対策に関するガ

イドラインや論文、マニュアル、手引き等、既存の知見の活

用が図られていること。 
３．事業の一体性 ・事業実施範囲内における一体的かつ面的な防除が見込まれ

ること。 

・地方公共団体が実施する事業の場合は、隣接する地方公共

団体との連携が行われていること。 

・都道府県が市町村に対して実施する再間接補助事業である

こと。 

・都道府県が実施する事業の場合は管内の市町村との連携、

市町村が実施する事業の場合は都道府県との連携、観光地

域づくり法人（DMO）が実施する事業の場合は所在する都道

府県又は市町村との連携が行われていること。 

４．その他 ・平成 28年度税制改正により創設された「地方創生応援税制

（企業版ふるさと納税）」による寄付を受け、当該資金を間

接補助事業に充てることで、民間資金の活用を図っている

事業であること。 

 

６通信運搬費 郵便料、電話料、配送業務、その他通信運搬に要する経費をいう。 

７借料及び損料 車両、会場、機器類等の使用賃借、光熱水費、借入金の金利支払等

に要する経費をいう。 

８会議費 会議、作業等の際の茶菓等の提供に要する経費をいう。 

９賃金等 日々雇用者に対する賃金のほか、地方公共団体の会計年度任用職員

に支給する報酬、給与、期末手当の支払に要する費用をいう。 

10雑役務費 保険料、手数料、広告料、調査、測量の実施等、役務の対価として

支払う経費をいう。 

11資材購入費 事業を実施する上で必要な資材購入等に要する経費（直接施工が困

難な場合の必要最低限の工事請負費を含む。）をいう。 

12無償労務費 

 

事業計画に位置づけられた活動であって、満16歳以上の者の行う活

動に係る無償労務の延べ時間人数に、最低賃金法に基づき定められ

る地域別最低賃金を乗じて得られた金額をいう。ただし、全体事業

費の３割を超えないものとする。 

13その他 その他必要な経費で自然環境局長が承認した経費をいう。 


